
４月１日より自転車にも青切符が導入されます

〇主な交通違反

・反則金３０００円
並進走行・二人乗り
歩道通行時の通行方法（徐行、停止)

・反則金５０００円
指定場所一時不停止
傘差し、イヤホン使用

・反則金６０００円 １６歳以上が
右側通行 対象です
信号無視

・反則金７０００円
遮断踏切立入り
携帯電話使用等(保持)

◎反則金の対象ではありませんが
「ヘルメット」を必ず被りましょう！

春の交通安全運動
「春の交通安全県民総ぐるみ運動」の実施について

実施期間

令和８年４月６日(月)から１５日(水)までの１０日間

運動の重点

・通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
・「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
・自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの
着用促進

検挙

令和８年４月号

今市警察署
☎ 0288-23-0110
小倉町交番

☎ 0288-22-3011
小倉町交番だより




